
住まい探し等の支援のご案内
居住支援法人 と 住宅セーフティネット制度

住宅確保要配慮者とは…
住まい探しに困っている 低額所得者、
被災者、高齢者、障害者、子育て世帯 等

空き家・空室を活用して、
住宅確保要配慮者の入居を
拒まない賃貸住宅の供給を
促進することを目的として
設立された制度です。

住宅セーフティネット制度とは…
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居住支援法人とは…
地域で居住支援の活動に取り組む法人と
して県が指定した法人

和歌山県内居住支援法人一覧

法人名
(事務所所在)

対象地域 連絡先(TEL･E-mail)

ホームネット株式会社
（東京都）

県全域 0120-460-560
info@homenet-24.co.jp

NPO法人フードバンク和歌山
(御坊市)

御坊市,日高郡内 090-6660-8111
foodbank_wakayama@yahoo.co.jp

社会福祉法人一麦会
(和歌山市)

和歌山市,岩出市,
紀の川市

073-474-2466
sakaguchi-s@muginosato.jp

株式会社ホームズ
(海南市･御坊市)

県全域 0120-887-956
kainan@homes-homes.jp

社会福祉法人千翔会
(有田川町)

海南市,有田市,有田郡内
0737-52-6789
info@sensyokai.or.jp

社会福祉法人やおき福祉会
(田辺市)

田辺市,みなべ町,白浜町,
上富田町,すさみ町

0739-23-0133
yanase@yaoki.or.jp

合同会社WiLL HOME
（和歌山市）

和歌山市,
岩出市,海南市

073-419-0202
takehara@will-home.me

社会福祉法人真福会
(新宮市)

新宮市,東牟婁郡内
080-2515-5012
hamayu@rifnet.or.jp

※法人により、支援業務の内容や対象とする要配慮者の範囲が異なります。
詳しくは、各法人又は県庁建築住宅課(073-441-3184)までお問い合わせください。

（制度イメージ図）

■お気軽にご相談ください■
・住まいがなかなか見つからない
・どうやって探したら良いか分からない
・入居後のサポートについても相談したい

入居相談
見守り

家財整理

●最新情報●



住まいを探している方へ

検 索

問合せ窓口(制度全般)

和歌山県 建築住宅課 建築指導班 （県庁南別館１０Ｆ）
電話 ：０７３－４４１－３１８４ Mail： e0808002@pref.wakayama.lg.jp
ＨＰ ：http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00152808.html

セーフティネット住宅

専用ホームページ
「セーフティネット住宅
情報提供システム」
https://www.safetynet
-jutaku.jp/guest/index.php

セーフティネット住宅（要配慮者の入居を拒
まない住宅）について、県内の情報のほか、全
国の情報を閲覧することができます。
また、居住支援法人にもお気軽にご相談くだ

さい。（連絡先は裏面を参照ください。）

大家の皆様へ
空き家を活用した社会貢献にご協力をお願いします

空き家・空室を住宅確保要配慮者の住まいとして活用しませんか。
次のような方法があります。

【方法１】最寄りの不動産店や居住支援法人(裏面参照)に空き家等の情報を
お知らせください。

･･･住まい探しでお困りの方に、マッチングできる場合があります。

【方法２】セーフティネット住宅として登録しませんか。
･･･登録方法は２種類あります。
(1)入居を拒まない住宅 →要配慮者以外の受入れも可
(2)専用住宅 →要配慮者以外の受入れ不可
※要配慮者の範囲を限定することもできます。
※面積・設備等に一定の要件があります。
※専用住宅として登録する場合、改修に関して国の補助が受けられます。

空き家等を活用し、

ぜひご協力お願いします

新築物件も

1戸からでも

戸建て住宅も 共同住宅も

登録できます

空き家を活用した
「セーフティネット住宅」をご存知ですか


